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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年12月5日(2012.12.5)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メタボリック症候群の包括的な処置又は包括的な予防のための薬物の形態の、キトサン
、アスコルビン酸及び酒石酸を含有する組成物であって、前記アスコルビン酸が、キトサ
ンに対して１～１０重量％の量であることを特徴とする組成物。
【請求項２】
　メタボリック症候群の包括的な処置又は包括的な予防のための栄養補助食品の形態の、
キトサン、アスコルビン酸及び酒石酸を含有する組成物であって、前記アスコルビン酸が
、キトサンに対して１～１０重量％の量であることを特徴とする組成物。
【請求項３】
　前記の包括的な処置又は包括的な予防は、下記の状態：
　ａ）ウェスト周りが、男性で１０２ｃｍを超え、女性で８８ｃｍを超えること；



(2) JP 2009-531306 A5 2013.1.31

　ｂ）トリグリセリドのレベルが、１５０ｍｇ／ｄＬを超えること；
　ｃ）ＨＤＬコレステロールのレベルが、男性で４０ｍｇ／ｄＬ未満、女性で５０ｍｇ／
ｄＬ未満であること；
　ｄ）動脈血圧が、１３０／８５ｍｍＨｇ以上であること；及び
　ｅ）空腹時血糖が高いレベル（１１０ｍｇ／ｄＬを超える）であること、又はグルコー
ス負荷曲線が変化されていること；
　のうち少なくとも３つのものを対象にすることを特徴とする請求項１又は２に記載の組
成物。
【請求項４】
　前記状態のひとつは、状態（ｅ）であることを特徴とする請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記状態の２つは、状態（ｄ）及び（ｅ）であることを特徴とする請求項３に記載の組
成物。
【請求項６】
　潤滑剤及び／又は賦形剤及び／又はアジュバント及び／又は香料及び／又は抗酸化剤を
さらに有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記潤滑剤は、ステアリン酸マグネシウムであることを特徴とする請求項６に記載の組
成物。
【請求項８】
　前記アスコルビン酸は、キトサンに対して４～８重量％の量で存在することを特徴とす
る請求項７に記載の組成物。
【請求項９】
　錠剤の形態であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　投与単位当たり０．１～１．５ｇの量でキトサンを含有することを特徴とする請求項１
乃至９のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１１】
　投与単位当たり０．２５～１ｇの量でキトサンを含有することを特徴とする請求項１０
に記載の組成物。
【請求項１２】
　投与単位当たり４００～６００ｍｇの量でキトサンを含有することを特徴とする請求項
１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　キトサン、アスコルビン酸及び酒石酸を、賦形剤、アジュバント、潤滑剤、抗酸化剤及
び香料から選択される物質と混ぜ合わせることにより、メタボリック症候群の包括的な処
置又は包括的な予防のための医薬組成物を調製する方法であって、前記アスコルビン酸が
、キトサンに対して１～１０重量％の量であることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　キトサン、アスコルビン酸及び酒石酸を、賦形剤、アジュバント、潤滑剤、抗酸化剤及
び香料から選択される物質と混ぜ合わせることにより、メタボリック症候群の包括的な処
置又は包括的な予防のための栄養補助食品を調製する方法であって、前記アスコルビン酸
が、キトサンに対して１～１０重量％の量であることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記潤滑剤は、ステアリン酸マグネシウムであることを特徴とする請求項１３又は１４
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記医薬組成物又は栄養補助食品は、錠剤の形態で製造されることを特徴とする請求項
１３乃至１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
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　メタボリック症候群の包括的な処置又は包括的な予防のための薬物の調製への、請求項
１に記載の組成物の使用。
【請求項１８】
　メタボリック症候群の包括的な処置又は包括的な予防のための栄養補助食品の調製への
、請求項２に記載の組成物の使用。
【請求項１９】
　前記メタボリック症候群は、下記の状態：
　ａ）ウェスト周りが、男性で１０２ｃｍを超え、女性で８８ｃｍを超えること；
　ｂ）トリグリセリドのレベルが、１５０ｍｇ／ｄＬを超えること；
　ｃ）ＨＤＬコレステロールのレベルが、男性で４０ｍｇ／ｄＬ未満、女性で５０ｍｇ／
ｄＬ未満であること；
　ｄ）動脈血圧が、１３０／８５ｍｍＨｇ以上であること；及び
　ｅ）空腹時血糖が高いレベル（１１０ｍｇ／ｄＬを超える）であること、又はグルコー
ス負荷曲線が変化されていること；
　のうち少なくとも３つのものを有することを特徴とする請求項１７又は１８に記載の使
用。
【請求項２０】
　前記状態のひとつは、状態（ｅ）であることを特徴とする請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
　前記状態の２つは、状態（ｄ）及び（ｅ）であることを特徴とする請求項１９に記載の
使用。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　本発明は、薬物又は栄養補助食品の形態で、キトサンを有する組成物に関するものであ
って、メタボリック症候群の包括的な治療又は包括的な予防に適するものである。また、
その方法についても述べる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
　本発明は、メタボリック症候群（ＭＳ）の包括的な治療的処置又は包括的な予防に適し
た、薬物又は栄養補助食品の形態の、キトサンを有する組成物に関する。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　驚くべきことに、医薬組成物又は栄養補助食品が、ＡＴＰ　ＩＩＩの２００５年の基準
に従って分類されたＭＳの病態の包括的な治療的処置又は包括的な予防に適して、調製さ
れ得ることを見出した。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　本発明のさらなる態様は、メタボリック症候群の包括的な治療的処置又は包括的な予防
に適した、医薬組成物又は栄養補助食品を調製する方法であって、キトサンを、適当な賦
形剤若しくは希釈剤又は相補的な活性を有する適当な物質と混ぜ合わせることによるもの
である。種々の化合物を薬物又は栄養補助食品中に混ぜ合わせることにより調製する全て
の公知の方法を使用し得る。錠剤の調製方法、特に、アスコルビン酸及びステアリン酸マ
グネシウムを含有する錠剤の調製方法が、好ましい。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　本発明のさらなる態様は、メタボリック症候群の包括的な治療的処置又は包括的な予防
に適した薬物又は栄養補助食品の調製への、キトサンの使用に関する。特に、キトサンを
使用することにより、体重及びコレステロールのレベルを低減し得るとともに、グルコー
スの基底レベルを、１１０ｍｇ／ｄＬ未満に、動脈血圧を１３０／８５ｍｍＨｇ未満に、
それぞれ低減可能である。
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